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建築工事臨時用給水についての説明 
平成２９年１０月 

蒲郡市 上下水道部 水道課 

 

住宅の新築工事等のための臨時用給水（以下「建築工事臨時用給水」という。）は、種別

上、新設型臨時用給水に分類されます。基本的な取扱いはこれと同じですが、使用目的が限

定されていますので、一部特別な取扱いとする部分があります。 

 

１１１１    事務事務事務事務のののの流流流流れれれれ    

（（（（表表表表））））    一部完了一部完了一部完了一部完了とととと建築工事臨時用給水建築工事臨時用給水建築工事臨時用給水建築工事臨時用給水のののの事務事務事務事務のののの流流流流れのれのれのれの違違違違いいいい    

一部完了によるメーター設置 臨時用給水臨時用給水臨時用給水臨時用給水によるによるによるによるメーターメーターメーターメーター設置設置設置設置    
（参考） 

新設型臨時用給水 

   

 

事務として対になるもの 

※１ 通常の給水装置工事申込書類と臨時用給水届（原本）に加えて、給水装置工事申込書給水装置工事申込書給水装置工事申込書給水装置工事申込書、、、、臨時用臨時用臨時用臨時用

給水届給水届給水届給水届、、、、位置図位置図位置図位置図のコピーのコピーのコピーのコピー 

※２ 標準的に即日設置というわけではありません。 

    

    

給水装置工事の申込み 

給水装置工事完了届 

一部完了（分担金納入確認） 

一部完了検査 

全部完了検査 

給水装置工事完了届 

全部完了 

２開庁日後 

２開庁日後 

給水装置工事の申込み 

全部完了検査 

給水装置工事完了届 

完了（分担金納入確認） 

２開庁日後 

メーター設置 

メーター設置依頼 

メーター設置 

最短即日※２ 

臨時用給水撤去完了届 

給水装置工事の申込み 

全部完了検査 

給水装置工事完了届 

完了 

２開庁日後 

臨時用給水撤去完了届 

電話等口頭

依頼 ＯＫ 

開閉栓業務 

給水装置工事申込書 給水装置工事申込書 給水装置工事申込書 

臨時用給水届 臨時用給水届 

給水工事の 

承認後 

閉 栓 届 

お電話等でメーター設置する場合は、必ず 

「建築工事臨時用給水のメーター設置依頼」ということをお伝えください。 

２２２２部部部部※※※※１１１１    
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⑴ 一部完了との主な変更点 

ア 書類関係 

・建築工事臨時用給水を伴う給水装置工事（以下「本工事」という。）場合は、給水

装置工事申込書類と臨時用給水届（原本）に加えて、給水装置工事申込書、臨時用

給水届、位置図のコピー１部を提出してください。 

・本工事の完了時には、給水装置工事完了届にあわせて臨時用給水撤去完了届を提

出します。 

・建築工事臨時用給水の使用者は変更できません。 

・使用者変更は、完了検査により水道料金の用途が臨時用から一般用等へ切り替わ

った後に可能となります。使用者変更の受付は、完了届提出後となります。 

イ 現場関係 

・水道メーターの設置は、料金窓口又は電話で依頼することができるようになりま

す。 

・水道メーターの設置は、依頼日から最短で依頼当日に設置できるようになります。 

・水道メーターの設置にあたって主任技術者の立会が必要なくなります。 

ウ 料金関係 

・水道メーターの設置には、開栓手数料５００円がかかるようになります。 

・水道料金の用途は、臨時用が適用されます。 

 

⑵ 標準的な新設型臨時用給水との主な相違点 

ア 書類関係 

・臨時用給水のための給水装置工事申込書は必要ありません。（本工事の申込書と臨

時用の申込書２種類を用意する必要はありません） 

・臨時用給水届の書き方が異なります。 

・臨時用給水撤去完了届は本工事の完了時に提出します。（⑴アと同義） 

イ 現場関係 

・臨時用給水 単独の完了臨場検査はありません。本工事の完了臨場検査がそれを兼

ねます。 

・水道メーターの設置は、開栓手続きにより行います。したがって、水道メーター設

置は、窓口又は電話での依頼し、最短で依頼当日に行います。また、水道メーター

設置のための検査及び主任技術者の立会はありません。（⑴イと同義） 

ウ 料金関係 

・臨時用給水のための審査手数料、検査手数料はかかりません。（本工事の申込みに

対する審査手数料、検査手数料はかかります） 

・水道メーターの設置には、開栓手数料５００円がかかります。（⑴ウと同義） 
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⑶ 建築工事臨時用給水の運用にあたっての注意点 

(ｱ) 事務及び書類関係 

・お電話等で開栓依頼するときは、必ず「建築工事臨時用給水のメーター設置依頼」と

お伝えください。 

・開栓受付及び開栓作業は、原則として開庁日の８時３０から１７時１５分までと

します。 

・建築工事臨時用給水の届出者は、臨時用給水中の使用者になります。したがって、

本工事申込者と臨時用給水届出者は一致しないことがあります。 

・臨時用給水届及び撤去完了届は、使用者の署名又は記名捺印が必要になります。

ただし、本工事申込者と臨時用給水届出者が一致している場合は、本工事申込書の

委任状により捺印を省略することができます。 

・給水装置工事完了届にある使用者が一般用等本工事申込みの使用者になります。

（関連 後述ウ） 

・建築工事臨時用給水の使用者は変更できません。（臨時用給水と同様の扱い ⑴ア

と同義） 必要な場合は使用者間で調整してください。 

・使用者変更は、完了検査により水道料金の用途が臨時用から一般用等へ切り替わ

った後に可能となります。使用者変更の受付は、完了届提出後となります。（⑴ア

と同義） 

・当初、建築工事臨時用給水を予定していなかったところで、その後、建築工事等の

都合により必要になった場合は、その時点で臨時用給水届を提出してください。 

(ｲ) 現場関係 

・建築工事臨時用給水の使用期間は、給水を開始した日から起算して最大 1 年とな

ります。（新設型臨時用給水と同様の扱い） 

・口径変更を伴う給水装置工事における建築工事臨時用給水については、原則とし

て、口径変更後に予定している口径（以下「予定口径」という。）の水道メーター

を設置します。（通常の開栓とは異なるが、新設型臨時用給水と同様の取扱い） 

(ｳ) 料金関係 

・水道料金の用途は、完了検査をもって、臨時用から一般用等本工事申込みの料金

に変わります。 

・完了検査日より後に使用者変更する場合は、その条件によって基本料金等のかか

り方が変わります。ご注意ください。詳しくは、２水道料金等の取扱いをご確認く

ださい。 

・一部完了としてメーター付けしたものは、平成３０年１月４日（建築工事臨時用

給水導入日）以降も同じ用途の水道料金が維持されます。臨時用に変更されること

はありません。 

・建築工事臨時用給水において、下水道への排水が必要になる場合は、水道料金と

は別に下水道使用料がかかります。あらかじめ給排水窓口（下水道課排水設備担

当）でご相談ください。 

重 要 
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２２２２    水道料金水道料金水道料金水道料金等等等等のののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

水道料金の用途は、完了検査をもって、臨時用から一般用等申込みの料金に変わりま

す。使用者変更の有無、時期等によっては水道料金及び下水道使用料が変わります。代表

的な例は次のとおりです。 

名 称 等 
使 用 者 変 更 

下水使用開始 
有 無 変更時期 

パターン① 無 － 完了検査日 

パターン② 無 － 臨時開栓日 

パターン③ 有 完了検査日 同 左 

パターン④ 有 完了検査後任意日 同 左 

 

パターンパターンパターンパターン①①①①    使用者使用者使用者使用者変更変更変更変更：：：：無無無無        下水使用開始下水使用開始下水使用開始下水使用開始：：：：完了検査完了検査完了検査完了検査日日日日 

使 用 者 

給水開始 検針 完了検査  検針 

3/1 4/9 4/15  6/9 

 （40 日） （6 日） （55 日）  

水
 

道
 

申請者  臨時用料金 臨時用料金 
一般用料金 

基本 2.0 ヶ月＋従量 
一般 

下
水

道
 

申請者    基本 2.0 ヶ月＋従量  

【注意】 申請者に対しては、臨時用と一般用の 2 種類の水道料金請求となります。 

 

パターン②パターン②パターン②パターン②    使用者変更使用者変更使用者変更使用者変更：：：：無無無無        下水使用開始下水使用開始下水使用開始下水使用開始：：：：臨時用給水開栓日臨時用給水開栓日臨時用給水開栓日臨時用給水開栓日 

使 用 者 

給水開始 検針 完了検査  検針 

3/1 4/9 4/15 5/9 6/9 

 （40 日） （6 日） （55 日）  

水
 

道
 

申請者  臨時用料金 臨時用料金 
一般用料金 

基本 2.0 ヶ月＋従量 
一般 

下
水

道
 

申請者  
 

基本 2.0 ヶ月＋従量  

【注意】・申請者に対しては、臨時用と一般用の 2 種類の水道料金請求となります。 

・建築工事臨時用給水であっても下水道を使用する場合は、給排水窓口（下水

道課排水設備担当）で手続きが必要です。 

  

基本 1.5 月＋従量 
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パターン③パターン③パターン③パターン③    使用者使用者使用者使用者変更変更変更変更：：：：有有有有（（（（建築業者建築業者建築業者建築業者→→→→申請者申請者申請者申請者））））    下水使用開始下水使用開始下水使用開始下水使用開始：：：：完了検査日完了検査日完了検査日完了検査日 

使 用 者 

給水開始 検針 
完了検査 

使用者変更 
 検針 

3/1 4/9 4/15  6/9 

 （40 日） （6 日） （55 日）  

水
 

道
 

建築業者  臨時用給水 臨時用給水   

申請者    
 

一般 

下
水

道
 

建築業者      

申請者    
 

 

 

 

パターン④パターン④パターン④パターン④    使用者変更使用者変更使用者変更使用者変更：：：：有有有有（（（（建築業者建築業者建築業者建築業者→→→→申請者申請者申請者申請者））））    完了検査後任意日完了検査後任意日完了検査後任意日完了検査後任意日 

下水使用開始下水使用開始下水使用開始下水使用開始：：：：完了検査完了検査完了検査完了検査日日日日 

使 用 者 

給水開始 検針 完了検査 使用者変更 検針 

3/1 4/9 4/15 4/17 6/9 

 （40 日） （6 日） （2 日） （53 日）  

水
 

道
 

建築業者  臨時用給水 臨時用給水 
 

  

申請者     
 

一般 

下
水

道
 

建築業者    
 

  

申請者     
 

 

【注意】・建築業者に対しては、臨時用と一般用の 2 種類の水道料金請求となります。 

・上表のとおり、臨時用給水を使用していた者に対して、一般用の用途が適用

される期間（完了検査から使用者変更まで）が２日であっても、基本料金の

最小単位である 0.5 ヶ月が適用されます。 

        

一般用給水 
基本 1.5 月＋従量 

基本 0.5 月＋従量 

基本 1.5 月＋従量 

一般用給水 
基本 0.5 月＋従量 

一般用給水 
基本 2.0 月＋従量 

基本 2.0 月＋従量 
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３３３３    導入導入導入導入スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

導 入 段 階 
12 月 1 月 

4(月)  18(月) 28 29 3 4 

①建築工事臨時用給水届 

受付（ﾒｰﾀｰ設置 1/4 以降） 
    

 
 

②建築工事臨時用給水開栓 

受付（ﾒｰﾀｰ設置 1/4 以降） 
      

建築工事臨時用給水としての 

水道メーターの設置 
      

(参考)一部完了検査による 

水道メーターの設置 ※ 
  26    （無） 

 

 

【説明】 

① 1/4 以降に建築工事臨時用給水として水道メーターの設置を予定している給水

装置について、臨時用給水届の提出を受け付けます。 

② ①の手続きを行った給水装置工事について、開栓（水道メーターの設置）の予

約を受け付けます。 

※※※※    平成平成平成平成２９２９２９２９年内年内年内年内のののの完了臨場検査完了臨場検査完了臨場検査完了臨場検査最終日最終日最終日最終日は１２は１２は１２は１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（火火火火））））をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

一部完了一部完了一部完了一部完了によるによるによるによる水道水道水道水道メーターのメーターのメーターのメーターの設置設置設置設置もももも同同同同じく１２じく１２じく１２じく１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（火火火火））））がががが最終日最終日最終日最終日となとなとなとな

りますりますりますります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、完了届完了届完了届完了届（（（（一部一部一部一部・・・・全部全部全部全部））））のののの受付受付受付受付は１２は１２は１２は１２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））がががが最最最最

終日終日終日終日となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

 

  

年
末
年
始

年
末
年
始

年
末
年
始

年
末
年
始
休
暇

休
暇

休
暇

休
暇
 

22 日完了届受付最終日 
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■ 建築工事臨時用 給水届の書き方 
 

 

 

届出者 下に 

指定工事事業者名 

（申込書と同じ業者） 

臨時用給水の使用者（料金を支払者） 

申込書の水栓番号 

（通常、水道事業者にて記載） 

申込書の量水器口径 

装置場所 下に 

申込者名（申込書の申込者） 

別 紙 

申込者と一致する場合

は捺印を省略できます。 
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■■■■    建築建築建築建築工事臨時用給水工事臨時用給水工事臨時用給水工事臨時用給水    撤去完了撤去完了撤去完了撤去完了届の書き方届の書き方届の書き方届の書き方    

    

    

別 紙 

装置場所 下に 

申込者名（申込書の申込者） 

    
届出者 下に 

指定工事事業者名 

（申込書と同じ業者） 

臨時用給水の使用者 

給水装置工事完了届にある 

工事完了日 

完了検査予定日 

申込書の水栓番号 

申込者と一致する場合

は捺印を省略できます。 

臨時用給水としての添付書類は 

必要ありません 


